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高
知
大
学
南
溟
寮
規
約 

 
 
 
 

 

   

 
 

第 

一 

章 
 

総 
 
 
 
 

則 

第 

一 

条 

本
学
朝
倉
宿
舎
は
高
知
大
学
南
溟
寮
と
称
す
る
。
高
知
大
学
南
溟
寮
は
、 

高
知
県
高
知
市
朝
倉
丙
２
５
２
に
置
く
。 

第 

二 

条 

こ
の
規
約
は
、
高
知
大
学
南
溟
寮
自
治
会
の
運
営
及
び
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
。 

第 

三 

条 

本
自
治
会
は
高
知
大
学
南
溟
寮
自
治
会
と
称
し
、
南
溟
寮
の
全
寮
生
を
も
っ
て
構
成
す
る
。 

第 

四 

条 

南
溟
寮
自
治
会
は
南
溟
寮
内
に
置
く
。 

第 

五 

条 

寮
生
は
、
国
立
大
学
法
人
高
知
大
学
（
以
下
「
大
学
」
と
い
う
。）
が
定
め
る
諸
規
則
及
び
本
規
約
を
遵
守
し
、 

自
治
会
に
よ
る
寮
の
運
営
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第 

六 

条 

寮
生
は
自
治
の
精
神
を
以
て
共
同
生
活
を
な
し
健
全
な
る
学
風
発
場
の
中
心
と
な
る
こ
と
を
期
す
る
。 

第 

七 

条 

寮
生
は
、
居
室
の
所
在
場
所
に
応
じ
て
第
一
寮
か
ら
第
六
寮
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
、
所
属
す
る
寮
に
割
り
振
ら 

れ
た
業
務
を
分
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
寮
ご
と
の
役
割
に
関
す
る
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

第 

八 

条 

本
寮
は
自
治
寮
た
る
を
以
て
そ
の
運
営
は
総
て
本
寮
々
生
に
依
り
行
わ
れ
る
。 

   
 
 
 
 
 

第 

二 

章 
 

組 
 
 
 
 

織 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 

一 

節 
 

綱 
 
 
 
 

領 

第 

九 

条 

本
自
治
会
の
運
営
の
た
め
次
の
役
員
を
置
く
。 

（
一
）
総
務 

 
 
 
 

一
名 

（
二
）
副
総
務 

 
 
 

一
名 

（
三
）
各
寮
寮
長 

 
 

六
名 

（
四
）
会
計
監
査
委
員 

一
名 

第 

十 

条 

総
務
は
全
寮
諸
般
の
事
務
を
統
轄
し
、
各
寮
々
長
を
統
督
し
、
秩
序
の
維
持
及
び
綱
紀
粛
正
の
責
に 

任
じ
且
つ
寮
及
び
総
務
部
を
代
表
す
る
。 

第

十

一

条 

総
務
は
、
緊
急
を
要
す
る
危
機
対
応
を
専
決
に
よ
り
施
行
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
た
だ
し
、
一
週
間
以 

内
に
代
表
者
会
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

   

改
正 

施
行 

  

平
成
十
六
・
十
一
・
二
十
六 

平
成 

四 

・
七
・
十
八 

昭
和
五
八
・
十
・
二
十 

昭
和
四
八
・
六
・
十
七 

昭
和
三
九
・
一
・
十
四 

昭
和
三
八
・
六
・
三 

昭
和
三
一
・
十
二
・
一 

施
行 

 

昭
和
三
一
・
十
二
・ 

 
 

一 

改
正 

 

昭
和
三
八
・ 

六
・ 

 
 

三 
 
 
 
 

昭
和
三
九
・ 

一
・ 

 

十
四 

 
 
 
 

昭
和
四
八
・ 

六
・ 

 

十
七 

 
 
 
 

昭
和
五
八
・ 

十
・ 

 

二
十 

 
 
 
 

平
成 

四
・ 

七
・ 

 

十
八 

 
 
 
 

平
成
十
六
・
十
一
・ 

二
十
六 

 
 
 
 

平
成
十
七
・
十
二
・ 

 

十
六 

 
 
 
 

平
成
二
一
・ 

十
・ 

三
十
一 

 
 
 
 

平
成
二
三
・ 

二
・ 

 

十
七 

 
 
 
 

平
成
二
六
・ 

一
・ 
 

二
七 

 
 
 
 

令
和 

六
・ 

三
・ 

三
十
一 

 
 
 
 

令
和 

六
・ 

六
・ 

 

十
三 

 
 
 
 

令
和 

六
・
十
二
・ 

 

十
三 

 
 
 
 

令
和 

八
・ 

二
・ 

 
 

七 
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第

十

二

条 

副
総
務
は
総
務
を
補
佐
し
、
各
部
間
の
連
絡
、
協
調
に
努
め
、
総
務
事
故
あ
る
場
合
は
、
こ
の
職
務 

を
代
行
す
る
。 

第

十

三

条 

寮
長
は
担
当
の
各
寮
に
於
け
る
事
務
を
統
轄
し
、
所
属
寮
生
を
総
轄
し
、
総
務
の
運
営
に
支
障
な
き 

よ
う
に
す
る
。 

第

十

四

条 
会
計
監
査
委
員
は
、
総
て
の
寮
会
計
の
監
査
に
当
り
、
又
会
計
に
関
す
る
寮
運
営
の
調
査
を
行
う
。 

第

十

五

条 

寮
長
は
特
別
の
事
情
あ
る
限
り
、
寮
生
大
会
の
承
認
を
以
て
辞
職
し
得
る
。
但
し
総
務
・
副
総
務
は 

事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
辞
職
し
得
な
い
。 

第

十

六

条 

総
務
、
副
総
務
及
び
寮
長
の
任
期
は
六
ヵ
月
と
す
る
。
た
だ
し
、
再
任
を
妨
げ
な
い
。 

第

十

七

条 

役
員
は
全
寮
寮
生
大
会
の
承
認
を
得
て
辞
職
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第

十

八

条 

寮
生
が
総
務
部
役
員
（
総
務
、
副
総
務
、
各
寮
寮
長
）
を
信
任
し
な
い
場
合
は
、
次
の
方
法
で
リ
コ 

ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
リ
コ
ー
ル
は
総
て
理
想
を
仰
ぐ
者
の
相
互
の
公
明
な
理
解
と
広
く
深
い 

洞
察
の
上
に
立
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
リ
コ
ー
ル
が
成
立
し
た
時
は
、
総
務
部 

が
そ
の
理
由
や
経
過
を
全
寮
生
に
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
）
寮
生
大
会
に
お
け
る
リ
コ
ー
ル
は
、
全
寮
生
の
三
分
の
一
以
上
の
賛
同
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。 

（
二
）
各
寮
寮
長
を
所
属
寮
生
が
リ
コ
ー
ル
す
る
場
合
は
、
当
該
寮
の
寮
生
の
三
分
の
一
以
上
の
賛
同 

を
得
て
寮
長
会
議
に
申
請
し
、
そ
の
多
数
決
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

第 

二 

節 
 

機 
 
 
 
 

関 

第

十

九

条 

本
自
治
会
の
運
営
の
た
め
次
の
機
関
を
置
く
。 

（
一
）
全
寮
寮
生
大
会 

（
二
）
各
寮
寮
生
大
会 

（
三
）
総
務
部 

（
四
）
寮
長
会
議 

（
五
）
代
表
者
会 

（
六
）
総
代
会
議 

（
七
）
選
挙
管
理
委
員
会 

（
八
）
特
別
委
員
会 

 

（
全
寮
寮
生
大
会
） 

第 

二
十 

条 

全
寮
寮
生
大
会
（
以
下
「
寮
生
大
会
」
と
い
う
。）
は
自
治
会
の
最
高
議
決
機
関
で
あ
っ
て
規
約
改
正
そ
の 

他
重
要
事
項
を
協
議
し
、
寮
生
大
会
の
決
議
は
最
高
の
決
議
で
あ
る
。 

第
二
十
一
条 

総
務
は
、
各
年
度
の
前
後
期
に
各
１
回
定
例
大
会
を
開
催
し
、
議
長
と
な
る
。
前
項
に
か
か
わ
ら
ず
、
総 
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務
は
次
の
場
合
に
臨
時
大
会
を
召
集
し
、
こ
の
議
長
に
当
る
。
た
だ
し
、
寮
生
大
会
の
承
認
を
得
て
議
長 

を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
一
）
寮
長
会
議
が
召
集
を
決
議
し
た
場
合 

（
二
）
寮
生
総
数
の
三
分
の
一
以
上
の
賛
同
を
得
て
総
務
に
対
し
て
要
求
し
た
場
合 

（
三
）
緊
急
且
つ
重
要
な
事
項
と
総
務
が
判
断
し
た
場
合 

第
二
十
二
条 

寮
生
大
会
は
全
寮
生
の
二
分
の
一
以
上
の
出
席
を
も
っ
て
成
立
し
、
そ
の
決
議
は
出
席
者
数
の
過
半
数
を 

必
要
と
す
る
。 

第
二
十
三
条 

外
部
の
者
の
出
席
と
発
言
は
、
寮
生
大
会
の
承
認
を
要
す
る
。 

第
二
十
四
条 

寮
生
大
会
は
、
必
要
と
認
め
た
場
合
に
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
各
寮
寮
生
大
会
） 

第
二
十
五
条 

各
寮
寮
生
大
会
（
以
下
「
各
寮
大
会
」
と
い
う
。）
は
、
各
寮
の
寮
生
で
構
成
す
る
。 

第
二
十
六
条 

各
寮
大
会
は
、
所
属
寮
生
の
要
請
等
に
よ
り
寮
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
、
寮
長
が
召
集
し
、
議
長
及 

び
書
記
と
な
る
。 

第
二
十
七
条 

各
寮
大
会
の
決
定
は
、
各
寮
寮
生
の
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。 

 

（
総
務
部
） 

第
二
十
八
条 

総
務
部
は
、
寮
の
最
高
執
行
機
関
と
し
て
寮
務
を
統
括
執
行
す
る
。 

第
二
十
九
条 

総
務
部
に
は
総
務
部
役
員
と
し
て
総
務
・
副
総
務
及
び
各
寮
寮
長
を
置
く
。 

第
三
十
条 

 

総
務
部
は
次
の
任
務
に
当
る
。 

（
一
）
寮
内
委
員
会
の
援
助 

（
二
）
寮
内
の
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
援
助 

（
三
）
全
寮
行
事
の
実
施
・
援
助
（
寮
祭
・
新
入
生
歓
迎
コ
ン
パ
・
よ
さ
こ
い
祭
り
・
観
月
会
・
ス
ポ
ー 

ツ
大
会
・
ク
リ
ス
マ
ス
会
・
卒
業
生
送
別
コ
ン
パ
（
追
い
出
し
コ
ン
パ
）） 

（
四
）
各
寮
寮
生
大
会
・
全
寮
寮
生
大
会
・
総
代
会
議
に
提
出
す
る
総
務
部
議
案
書
の
作
成 

（
五
）
反
省
金
の
管
理
（
毎
年
五
月
・
十
一
月
の
反
省
金
の
会
計
報
告
の
作
成
お
よ
び
掲
示
） 

 

（
寮
長
会
議
） 

第
三
十
一
条 

寮
長
会
議
は
総
務
部
の
会
議
で
、
寮
内
諸
般
の
事
務
に
関
し
協
議
決
定
す
る
。 

第
三
十
二
条 

寮
長
会
議
は
、
寮
長
も
し
く
は
総
務
室
が
招
集
し
、
総
務
室
が
そ
の
議
長
に
当
る
。 

第
三
十
三
条  

寮
長
会
議
に
お
け
る
決
議
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
決
す
る
。
た
だ
し
、
議
長
は
決
議
に
加
わ
ら
な
い
。 

第
三
十
四
条 

一
般
寮
生
は
、
審
議
に
支
障
が
あ
る
と
総
務
が
認
め
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
寮
長
会
議
を
傍
聴
す
る
こ 
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と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
発
言
と
決
議
へ
の
参
加
は
認
め
な
い
。 

第
三
十
五
条 

寮
長
会
議
は
、
必
要
と
認
め
た
場
合
に
特
別
委
員
会
を
設
置
し
て
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
代
表
者
会
） 

第
三
十
六
条 

代
表
者
会
は
、
総
務
部
役
員
を
除
く
一
般
寮
生
の
意
見
を
広
く
寮
運
営
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
設
置
す 

る
総
務
部
か
ら
独
立
し
た
機
関
で
あ
り
、
そ
の
決
定
は
寮
長
会
議
と
同
等
の
権
限
を
も
つ
。 

第
三
十
七
条 

代
表
者
会
は
、
各
寮
の
一
回
生
、
ま
た
は
二
回
生
か
ら
選
出
さ
れ
た
一
名
を
各
寮
の
代
表
者
と
す
る
計
六 

名
に
よ
り
構
成
し
、
任
期
は
原
則
一
年
と
す
る
。 

第
三
十
八
条 

代
表
者
会
の
議
長
・
書
記
は
、
代
表
者
間
の
互
選
に
よ
り
決
定
す
る
。 

第
三
十
九
条 

代
表
者
会
は
、
原
則
と
し
て
毎
週
（
長
期
休
業
期
間
中
を
除
く
）
一
回
開
催
す
る
。
た
だ
し
、
寮
生
か
ら 

要
望
が
あ
っ
た
場
合
は
臨
時
に
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第 

四
十 

条  

各
寮
の
代
表
者
は
、
代
表
者
以
外
の
寮
生
（
総
務
部
役
員
を
除
く
）
の
出
席
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
一
条 

各
寮
の
一
回
生
及
び
二
回
生
は
、
代
表
者
会
に
陪
席
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
二
条 

代
表
者
会
の
独
立
性
を
確
保
す
る
た
め
、
総
務
部
役
員
は
代
表
者
会
へ
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

第
四
十
三
条 

代
表
者
会
で
は
、
代
表
者
が
自
由
に
議
題
を
決
め
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
四
条 

代
表
者
会
は
、
総
務
部
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
五
条 

代
表
者
会
は
、
本
規
約
の
改
正
を
寮
長
会
議
に
提
案
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
四
十
六
条 

寮
生
が
本
規
約
等
に
反
す
る
恐
れ
の
あ
る
行
動
を
し
た
場
合
は
、
代
表
者
会
で
違
反
行
為
か
否
か
を
審
議 

し
、
総
務
部
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
四
十
七
条 

そ
の
他
代
表
者
会
に
関
す
る
こ
と
は
、
別
に
定
め
る
。 

 

（
総
代
会
議
） 

第
四
十
八
条 

総
代
会
議
は
、
寮
長
会
議
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
に
つ
い
て
審
議
を
す
る
寮
運
営
に
関
し
て
の
諮
問
機 

関
で
あ
る
。 

第
四
十
九
条 

総
代
会
議
は
各
寮
よ
り
選
出
さ
れ
た
総
代
、
及
び
総
務
、
副
総
務
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。 

第 

五
十 

条 

総
代
は
各
寮
よ
り
四
名
選
出
さ
れ
、
原
則
と
し
て
各
回
生
よ
り
一
名
ず
つ
選
出
さ
れ
る
。
総
代
の
任
期
は
半 

年
と
し
、
原
則
と
し
て
再
任
は
認
め
な
い
。 

第
五
十
一
条 

総
代
会
議
の
議
長
は
総
務
が
兼
ね
、
次
の
場
合
に
議
長
が
召
集
す
る
。 

（
一
）
議
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合 

（
二
）
寮
長
会
議
の
要
請
が
あ
る
場
合 

（
三
）
総
代
総
数
二
分
の
一
以
上
の
説
明
要
求
が
あ
る
場
合 

第
五
十
二
条 

総
代
会
議
は
構
成
員
の
三
分
の
二
以
上
の
出
席
を
も
っ
て
成
立
し
、
そ
の
決
議
は
出
席
者
の
過
半
数
の 
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賛
同
を
要
す
る
。
た
だ
し
、
総
務
・
副
総
務
は
決
議
に
加
わ
ら
な
い
。 

第
五
十
三
条 

総
代
決
議
は
提
出
さ
れ
た
議
案
に
対
し
、
出
席
者
の
過
半
数
の
賛
同
に
よ
り
寮
長
会
議
に
再
審
要
求
す 

る
こ
と
が
で
き
る
。
寮
長
会
議
に
よ
り
再
審
さ
れ
た
議
案
は
、
総
代
会
議
を
経
ず
に
寮
生
大
会
に
提
出 

す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
五
十
四
条 

総
代
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
は
、
欠
員
と
な
っ
た
者
の
所
属
す
る
寮
の
寮
生
に
よ
っ
て
一
週
間
以
内 

に
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
選
挙
管
理
委
員
会
） 

第
五
十
五
条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
自
治
寮
役
員
選
出
の
一
切
の
任
を
負
う
。 

第
五
十
六
条 

そ
の
他
選
挙
管
理
委
員
会
及
び
選
挙
規
定
に
関
す
る
こ
と
は
別
に
定
め
る
。 

 

（
会
計
監
査
委
員
） 

第
五
十
七
条 

会
計
監
査
委
員
（
以
下
「
監
査
委
員
」
と
い
う
。）
は
総
務
部
か
ら
独
立
し
て
存
在
す
る
監
査
機
関
で 

あ
り
、
総
て
の
寮
会
計
の
監
査
に
当
た
る
と
と
も
に
、
会
計
に
関
す
る
寮
運
営
の
調
査
を
行
う
権
限
を 

有
し
、
且
つ
公
正
に
こ
れ
を
行
う
義
務
を
有
す
る
。 

第
五
十
八
条 

そ
の
他
会
計
検
査
委
員
に
関
す
る
こ
と
は
別
に
定
め
る
。 

  

第 

三 

章 
 

規 
 
 
 
 

律 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 

一 

節 
 

秩 

序 

風 

紀 

（
施
設
維
持
） 

第
五
十
九
条 

寮
生
は
、
居
室
、
共
同
施
設
そ
の
他
学
寮
の
施
設
を
常
に
正
常
な
状
態
に
保
全
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各 

号
に
定
め
る
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
） 

門
限
は
午
後
十
時
と
す
る
。 

（
二
） 

礼
儀
を
重
ん
じ
静
粛
を
旨
と
す
る
こ
と
。 

（
三
） 

室
内
に
て
の
飲
酒
は
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
程
度
に
す
る
こ
と
。 

（
四
） 

寮
生
以
外
の
者
を
宿
泊
さ
せ
て
は
い
け
な
い
。
寮
外
生
で
寮
内
の
秩
序
風
紀
を
乱
す
者
は
寮
の
制 

裁
権
を
発
動
す
る
。 

（
五
） 

節
電
に
努
め
電
燈
は
外
出
、
就
寝
そ
の
他
無
用
の
際
は
必
ず
消
燈
す
る
こ
と
。 

（
六
） 

消
火
器
を
不
当
に
使
用
し
な
い
こ
と
。 

（
七
） 

火
災
の
虞
の
な
い
様
に
各
自
厳
に
注
意
す
る
こ
と
。 

（
八
） 

居
室
を
居
室
以
外
の
目
的
に
使
用
し
な
い
こ
と
。 
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（
九
） 

許
可
な
く
居
室
に
工
作
を
加
え
な
い
こ
と
。 

（
十
） 

共
同
施
設
は
、
常
に
良
好
な
状
態
で
使
用
す
る
こ
と
。 

（
十
一
） 

寮
内
の
建
物
、
備
品
等
を
み
だ
り
に
破
損
又
は
移
転
し
な
い
こ
と
（
な
お
、
食
堂
備
品
も
含
む
）。 

（
十
二
） 

各
自
の
室
内
を
掃
除
し
、
常
に
室
内
の
整
頓
と
清
潔
と
に
注
意
す
る
こ
と
。 

（
十
三
） 

学
寮
に
お
け
る
掲
示
、
は
り
紙
等
は
、
所
定
の
場
所
以
外
に
は
し
な
い
こ
と
。 

（
十
四
） 
無
断
の
商
業
活
動
、
ビ
ラ
配
り
を
禁
ず
る
。 

（
十
五
） 

防
火
管
理
、
保
健
衛
生
管
理
及
び
災
害
防
止
等
に
留
意
し
、
快
適
な
環
境
の
保
持
に
努
め
る
こ
と
。 

（
十
六
） 

施
設
及
び
設
備
等
を
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
滅
失
、
毀
損
又
は
汚
染
し
た
と
き
は
、
大
学
の
指 

示
に
従
っ
て
速
や
か
に
修
理
し
、
又
は
原
状
回
復
に
必
要
な
経
費
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
十
七
） 

そ
の
他
寮
内
の
秩
序
風
紀
を
乱
す
行
為
を
禁
じ
る
。 

 

（
そ
の
他
） 

第
六
十
条 

そ
の
他
秩
序
風
紀
に
関
す
る
事
項
は
別
に
定
め
る
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 

二 

節 
 

罰 
 
 
 
 

則 

（
処
罰
） 

第
六
十
一
条 

寮
生
で
あ
っ
て
本
規
約
に
背
き
、
そ
の
本
分
に
悖
る
者
が
い
た
場
合
、
総
務
部
役
員
は
そ
の
者
に
忠 

告
を
加
え
、
尚
改
め
な
い
時
は
寮
長
会
議
の
決
議
に
よ
っ
て
適
当
な
罰
則
を
加
え
る
。 

 

（
罰
則
の
種
類
） 

第
六
十
二
条 

罰
則
は
、
反
省
文
の
提
出
、
反
則
金
等
の
徴
収
、
退
寮
等
を
与
え
る
も
の
と
し
、
退
寮
処
分
を
受
け
た
者
の 

再
入
寮
は
認
め
な
い
。 

（
一
）
寮
長
注
意 

（
二
）
総
務
厳
重
注
意 

（
三
）
反
省
文
の
提
出 

（
四
）
全
寮
ゴ
ミ
出
し 

（
五
）
違
反
金
の
徴
収 

（
六
）
誓
約
書
の
提
出 

（
七
）
退
寮 

 

（
退
寮
） 

第
六
十
三
条 

特
に
次
の
各
号
に
該
当
し
た
場
合
は
退
寮
処
分
と
す
る
。 
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（
一
）
夜
間
十
時
以
後
、
早
朝
五
時
迄
に
女
性
を
寮
敷
地
内
に
立
入
ら
せ
た
る
場
合
。
た
だ
し
、
総
務 

部
が
止
む
を
得
な
い
と
認
め
た
場
合
に
関
し
て
は
、
処
分
を
再
考
す
る
場
合
が
あ
る
。 

（
二
）
寮
敷
地
内
で
、
女
性
と
性
交
を
行
っ
た
場
合
。 

（
三
）
三
ヶ
月
以
上
寮
費
を
滞
納
し
た
場
合
。 

（
四
）
著
し
く
風
紀
、
秩
序
を
乱
す
行
為
の
あ
っ
た
と
き
。 

 

（
弁
済
等
） 

第
六
十
四
条 

次
の
場
合
は
罰
則
に
加
え
被
害
に
応
じ
た
弁
済
・
賠
償
等
を
求
め
る
。 

（
一
）
寮
内
の
備
品
を
破
損
し
た
場
合
は
破
損
物
の
市
価
を
十
日
以
内
に
弁
償
さ
せ
、
尚
弁
償
な
き 

場
合
事
情
を
添
え
て
家
庭
督
促
の
本
規
約
に
よ
り
罰
則
を
科
す
。
破
損
者
不
明
の
場
合
は
該
当
寮
生 

の
連
帯
責
任
と
す
る
。 

（
二
）
食
事
に
関
し
て
不
正
行
為
の
あ
っ
た
場
合
は
、
総
務
部
の
決
議
を
経
て
適
当
な
代
償
を
徴
収
し
、 

な
お
処
罰
を
加
え
る
。 

（
三
）
総
務
部
役
員
は
、
寮
費
滞
納
者
に
対
し
て
滞
納
金
支
払
い
の
催
促
及
び
忠
告
を
行
う
も
の
と
し
、 

な
お
改
善
さ
れ
な
い
場
合
、
適
当
な
罰
則
を
加
え
る
。 

（
四
）
暴
力
行
為
に
関
し
て
は
厳
に
慎
み
こ
れ
を
犯
し
た
る
場
合
、
そ
の
判
断
処
置
は
総
務
部
に
一
任 

し
、
第
六
十
三
条
を
適
用
し
適
当
な
罰
則
を
加
え
る
。
但
し
暴
力
行
為
の
み
な
ら
ず
、
脅
迫
行
為
及
び 

恐
喝
行
為
そ
の
他
を
含
む
。 

 

第 

三 

節 
 
 

入 
 

退 
 

寮 

（
入
寮
） 

第
六
十
六
条 

入
寮
に
関
し
て
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

（
一
）
入
寮
を
希
望
す
る
者
は
総
務
の
下
に
入
寮
願
を
提
出
し
、
許
可
の
公
表
を
受
け
た
る
日
よ
り 

一
週
間
以
内
に
入
寮
時
納
付
金
を
納
入
し
入
寮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
再
入
寮
す
る
も
の 

の
入
寮
時
納
付
金
は
必
要
と
し
な
い
。 

（
二
）
中
途
入
寮
は
総
務
部
の
判
断
に
よ
り
対
処
す
る
。 

（
三
）
自
主
退
寮
し
た
者
の
再
入
寮
は
、
寮
生
の
総
意
に
基
づ
き
決
議
す
る
。 

第
六
十
七
条 

新
年
度
の
入
舎
は
原
則
と
し
て
新
一
回
生
（
学
部
生
）
と
し
、
こ
れ
に
即
さ
ぬ
者
の
入
寮
に
関
し
て
は 

 
 
 
 
 
 

総
務
部
の
判
断
に
よ
り
対
処
す
る
。 

（
退
寮
） 

第
六
十
八
条 

退
寮
を
希
望
す
る
者
は
、
退
寮
予
定
日
の
二
週
間
以
前
に
退
寮
願
い
を
総
務
に
提
出
し
、
規
定
の
手
続 

き
を
履
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
六
十
九
条 

退
寮
の
際
は
、
居
室
そ
の
他
居
室
に
付
属
す
る
設
備
等
に
つ
い
て
寮
母
又
は
総
務
部
に
よ
り
点
検
を
受 

け
、
そ
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
入
寮
期
間
延
長
） 

第
七
十
条 

入
寮
期
間
延
長
は
原
則
と
し
て
認
め
な
い
。
特
別
な
事
情
等
の
あ
る
場
合
の
扱
い
は
大
学
と
総
務
の
協 

議
に
一
任
す
る
。 

   
 
 
 
 
 

第 

四 

章 
 

各 
部 

規 

約 

第 

一 

節 
 
 

炊 

事 

部 

規 

約 

第
七
十
一
条 

炊
事
部
は
次
の
任
務
に
当
た
る
。 

（
一
）
納
入
物
品
の
授
受
監
督 

（
二
）
傭
人
監
督 

（
三
）
給
食
管
理 

（
四
）
そ
の
他
の
炊
事
に
関
す
る
一
切
の
事
務 

第
七
十
二
条 

就
、
欠
食
に
関
す
る
規
定 

（
一
）
欠
食
者
は
前
週
の
木
曜
日
ま
で
に
そ
の
旨
所
定
の
手
続
き
を
と
る
こ
と
。 

（
二
）
欠
食
は
連
続
三
食
以
上
で
な
け
れ
ば
之
を
認
め
な
い
。
尚
、
一
食
連
続
欠
食
も
認
め
な
い
。 

（
三
）
規
定
の
形
式
に
よ
る
欠
食
者
に
は
該
当
日
数
の
食
費
を
払
い
戻
す
。 

第
七
十
三
条 

病
気
あ
る
い
は
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
特
別
の
食
事
を
要
す
る
も
の
は
寮
長
の
承
認
を
経
て
賄 

方
に
申
し
出
る
こ
と
。 

 

第 

二 

節 
 

会 

計 

部 

規 

約 

第
七
十
四
条 

会
計
部
は
金
銭
日
計
表
の
統
計
、
納
品
書
の
整
理
を
行
う
。 

第
七
十
五
条 

就
食
者
は
食
費
、
経
常
費
、
電
気
料
、
総
務
部
費
を
、
原
則
と
し
て
毎
月
就
食
前
に
支
払
う
も 

の
と
す
る
。 

第
七
十
六
条 

停
食
期
間
中
と
い
え
ど
も
経
常
費
、
電
気
料
、
総
務
部
費
を
支
払
う
も
の
と
す
る
。 

第
七
十
七
条 

寮
運
営
上
必
要
で
あ
る
臨
時
の
金
額
の
徴
収
、
入
舎
金
、
食
器
代
の
値
上
げ
及
び
諸
費
の
値
下
げ
は 

寮
長
会
議
の
承
認
に
よ
り
実
施
で
き
る
。 

第
七
十
八
条 

継
続
的
な
勘
定
科
目
の
新
設
並
び
に
入
舎
金
、
食
器
代
を
除
く
諸
費
の
値
上
げ
は
規
定
の
手
続
き
を 

通
し
、
寮
生
大
会
の
承
認
を
要
す
る
。 

第
七
十
九
条 

会
計
部
は
毎
月
十
五
日
迄
に
会
計
監
査
委
員
の
監
査
を
経
て
前
月
間
の
収
支
を
報
告
し
、
提
示
公
開 
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し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第 
八
十 

条 

会
計
部
は
緊
急
を
要
す
る
場
合
、
総
務
の
承
認
を
経
て
金
銭
を
支
出
し
得
る
。 

第
八
十
一
条 

立
替
金
貸
出
は
総
務
の
許
可
を
要
し
、
会
計
部
は
必
要
に
応
じ
て
立
替
金
の
貸
出
停
止
を
総
務
に
勧 

告
し
得
る
。 

 

第 

三 

節 
 

管 

理 

部 

規 

約 

第
八
十
二
条 

管
理
部
は
次
の
任
務
に
当
る
。 

（
一
）
消
火
器
具
及
び
共
用
備
品
の
管
理 

（
二
）
諸
設
備
面
の
充
実
の
た
め
の
調
査
活
動 

（
三
）
破
損
箇
所
の
設
備 

（
四
）
消
防
演
習 

（
五
）
寮
内
販
売
及
び
電
話
の
管
理 

（
六
）
自
転
車
駐
輪
場
・
バ
イ
ク
駐
輪
場
の
管
理 

第
八
十
三
条 

寮
内
の
備
品
は
寮
生
に
限
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
八
十
四
条 

右
の
備
品
を
破
損
又
は
紛
失
し
た
場
合
、
実
費
を
徴
収
す
る
。 

 

第 

四 

節 
 

厚 

生 

部 

規 

約 

第
八
十
五
条 

厚
生
部
は
寮
生
の
保
健
、
衛
生
に
注
意
し
、
更
に
寮
生
活
に
便
宜
を
与
え
る
諸
策
を
推
進
す
る
。 

第
八
十
六
条 

厚
生
部
は
薬
品
・
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ―

パ
ー
・
ゴ
ミ
袋
の
購
入
に
当
り
、
又
薬
品
・
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ 

ー
パ
ー
・
ゴ
ミ
袋
を
管
理
す
る
。 

第
八
十
七
条  

厚
生
部
は
次
の
任
務
に
当
る
。 

（
一
）
寮
内
大
掃
除
（
毎
月
）
の
主
催 

（
二
）
家
庭
教
師
な
ど
の
ア
ル
バ
イ
ト
の
斡
旋 

第
八
十
八
条 

薬
品
は
寮
生
に
限
り
利
用
し
得
る
。 

 

第 

五 

節 
 

文 

化 

部 

規 

約 

第
八
十
九
条 

文
化
部
は
左
の
如
き
活
動
を
な
し
、
寮
の
文
化
的
向
上
並
び
に
精
神
的
協
調
と
親
和
を
計
る
。 

（
一
）
新
入
生
歓
迎
コ
ン
パ
、
卒
業
生
送
別
コ
ン
パ 

（
二
）
休
養
室
の
管
理
・
エ
ア
コ
ン
使
用
料
金
の
計
算 

（
三
）
寮
祭
、
観
月
会
及
び
文
化
的
催
物
の
協
力
援
助 

（
四
）
寮
内
文
化
系
サ
ー
ク
ル
の
援
助
育
成 
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第 

六 

節 
 

体 

育 

部 

規 

約 
第 
九
十 

条 

体
育
部
は
次
の
任
務
に
当
る
。 

（
一
）
ス
ポ
ー
ツ
大
会
、
そ
の
他
体
育
関
係
の
催
物
の
主
催 

（
二
）
運
動
器
具
の
管
理 

（
三
）
寮
内
体
育
系
サ
ー
ク
ル
の
援
助
育
成 

第
九
十
一
条 

体
育
器
具
は
原
則
と
し
て
寮
生
に
限
り
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
九
十
二
条 

体
育
器
具
を
破
損
又
は
紛
失
し
た
場
合
、
実
費
を
徴
収
す
る
。 

 

第
五
章 

 

規 
約 
改 

正 

第
九
十
三
条 

本
規
約
を
改
正
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
総
務
部
に
於
い
て
発
議
し
、
寮
長
会
議
の
決
議
を
経
て
、
更
に 

寮
生
大
会
に
於
い
て
、
三
分
の
二
以
上
の
承
認
を
必
要
と
す
る
。
改
正
の
承
認
を
得
た
と
き
は
、
総
務 

は
こ
れ
を
速
や
か
に
告
示
し
、
即
日
効
力
を
発
す
る
。
軽
微
な
文
言
等
の
修
正
に
つ
い
て
は
、
総
務
に
一 

任
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

 
 
 
 
 
 

第
六
章 

 

寮 

非 

常 

心 

得 

第
七
十
六
条 

寮
に
於
い
て
非
常
事
態
発
生
の
際
は
総
務
部
役
員
の
指
示
に
従
っ
て
敏
速
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。 

 

第
七
章 

 

補 
 
 
 
 
 
 

足 

第
七
十
七
条 

こ
の
規
約
は
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
よ
り
効
力
を
発
す
る
。 

    

附
。
選
挙
規
定 

第 

一 

章 
 

総 
 
 
 
 

則 

第 

一 

条 

本
規
定
は
総
務
、
副
総
務
及
び
寮
長
の
選
挙
に
つ
い
て
こ
れ
を
適
用
す
る
。 

第 

二 

条 

選
挙
に
関
す
る
事
務
は
選
挙
管
理
委
員
会
が
こ
れ
を
管
理
す
る
。 

 

第 

二 

章 
 

選
挙
及
び
被
選
挙
権 

第 

三 

条 

寮
生
は
総
て
選
挙
権
を
有
す
る
。
但
し
新
年
度
入
寮
生
を
除
く
選
挙
直
前
満
三
ヶ
月
以
上
在
寮
し
て 
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い
な
い
も
の
及
び
本
寮
の
規
定
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
も
の
は
処
罰
さ
れ
て
よ
り
満
六
ヶ
月
以
内
は
此 

の
限
り
で
な
い
。 

第 

四 
条 

寮
生
は
被
選
挙
権
を
有
す
る
。
但
し
新
年
度
入
寮
生
を
除
く
選
挙
直
前
満
三
ヶ
月
以
上
在
寮
し
て
い 

な
い
も
の
及
び
本
寮
の
規
定
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
も
の
は
処
罰
さ
れ
て
よ
り
満
六
ヶ
月
以
内
は
此
の 

限
り
で
な
い
。 

 

第 

三 

章 
 

選
挙
管
理
委
員
会 

第 

五 

条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
委
員
長
と
委
員
二
名(

各
棟
一
人
ず
つ)

を
以
て
構
成
さ
れ
る
。
委
員
長
は
総
務
の
指
名
に
よ
る
。 

委
員
は
委
員
長
が
こ
れ
を
指
名
す
る
。 

第 

六 

条 

選
挙
管
理
委
員
長
は
選
挙
期
間
の
公
示
と
同
時
に
管
理
委
員
の
指
名
を
公
示
す
る
。 

第 

七 

条 

選
挙
管
理
委
員
長
及
び
管
理
委
員
は
そ
の
任
期
中
選
挙
運
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
又
立
候
補
者
責 

任
者
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
。 

第 

八 

条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
そ
の
主
催
す
る
演
説
会
を
少
な
く
と
も
一
回
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 

第 

九 

条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
選
挙
人
名
簿
を
選
挙
期
日
公
示
現
在
で
作
成
し
、
こ
れ
を
縦
覧
に
供
す
る
。 

第 

十 

条 

選
挙
管
理
委
員
長
及
び
委
員
は
投
票
権
を
有
し
な
い
。 

第

十

一

条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
当
該
事
務
に
関
す
る
記
録
を
と
り
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第 

四 

章 
 

選
挙
期
日
投
票
及
び
開
票 

第

十

二

条 

選
挙
期
日
及
び
選
挙
方
法
は
選
挙
の
日
よ
り
七
日
以
前
に
選
挙
管
理
委
員
長
が
こ
れ
を
公
示
す
る
。 

第

十

三

条 

選
挙
は
選
挙
管
理
委
員
長
が
選
挙
場
を
定
め
選
挙
管
理
委
員
会
立
会
の
も
と
に
こ
れ
を
行
う
。 

第

十

四

条 

選
挙
は
投
票
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
。
選
挙
は
一
人
一
票
に
限
る
。 

第

十

五

条 

選
挙
は
選
挙
管
理
委
員
長
の
作
成
し
た
投
票
フ
ォ
ー
ム
を
用
い
る
。 

第

十

六

条 

投
票
は
無
記
名
と
し
選
挙
人
自
ら
所
定
の
投
票
フ
ォ
ー
ム
に
投
票
す
る
。
代
理
投
票
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

第

十

七

条 

開
票
は
選
挙
管
理
委
員
会
が
こ
れ
を
行
う
。
各
候
補
者
の
責
任
者
の
立
会
は
こ
れ
を
認
め
る
。 

第

十

八

条 

投
票
の
効
力
は
開
票
立
会
人
の
意
見
を
聞
き
管
理
委
員
会
が
こ
れ
を
決
す
る
。 

第

十

九

条 

投
票
フ
ォ
ー
ム
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
想
定
し
て
い
な
い
投
票
で
あ
る
と
選
挙
管
理
委
員
が
判
断
し
た
場 

は
無
効
と
す
る
。 

 

第 

五 

章 
 

再 
 

選 
 

挙 

第

二

十

条 

選
挙
に
不
正
が
あ
っ
た
時
は
寮
生
の
三
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
選
挙
管
理
委
員
会
は
そ
の
選 

挙
を
無
効
と
し
、
再
選
挙
を
行
う
。 

第
二
十
一
条 

棄
権
が
選
挙
人
総
数
の
過
半
数
に
達
す
る
時
は
再
選
挙
を
行
う
。 
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第
二
十
二
条 

得
票
数
が
同
じ
場
合
、
得
票
数
の
同
じ
立
候
補
者
間
で
決
勝
投
票
を
行
う
。 

  
 
 
 
 
 

第 

六 

章 
 

立 

候 

補 

者 

第
二
十
三
条 
立
候
補
者
締
切
日
は
選
挙
三
日
前
と
し
、
選
挙
管
理
委
員
長
は
立
候
補
届
受
理
期
間
を
選
挙
期
日
と 

共
に
公
示
す
る
。 

第
二
十
四
条 

立
候
補
受
理
期
間
は
一
週
間
と
す
る
。 

第
二
十
五
条 

立
候
補
者
は
受
理
期
間
中
に
立
候
補
届
を
選
挙
管
理
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 
 
 
 
 

右
届
出
者
に
は
左
の
事
項
を
明
記
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

一
、
立
候
補
者
氏
名
及
び
捺
印 

 
 
 
 
 
 

二
、
責
任
者
氏
名
及
び
捺
印 

第
二
十
六
条 

立
候
補
者
は
届
出
と
同
時
に
選
挙
運
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。 

第
二
十
七
条 

選
挙
管
理
委
員
会
は
締
切
と
同
時
に
立
候
補
者
氏
名
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
七
章 

 
 

当 
 
 
 
 

選 

第
二
十
八
条 

選
挙
に
於
い
て
有
効
投
票
の
多
数
を
得
た
も
の
を
以
て
当
選
人
と
す
る
。 

第
二
十
九
条 

第
二
十
三
条
に
よ
る
決
選
投
票
の
結
果
、
再
度
同
じ
結
果
に
な
っ
た
時
は
選
挙
管
理
委
員
会
に
於
い 

て
管
理
委
員
長
が
抽
選
で
当
選
者
を
決
定
す
る
。 

第 

三
十 

条 

立
候
補
者
が
一
名
の
場
合
は
信
任
投
票
を
行
い
、
そ
の
過
半
数
の
支
持
を
得
た
時
、
当
選
す
る
。 

第
三
十
一
条 

当
選
人
は
特
別
な
事
情
の
な
い
限
り
辞
退
で
き
な
い
。 

  
 
 
 
 
 

第
八
章 

 
 

補 
 
 
 
 

足 

第
三
十
二
条 

こ
の
規
定
の
改
正
は
寮
生
規
約
第
九
十
三
条
を
準
則
す
る
。 

第
三
十
三
条 

こ
の
規
定
は
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
よ
り
効
力
を
発
す
る
。 

  

附
。
会
計
監
査
委
員
規
定 

 
 
 
 
 
 

第
一
章 
 
 

総 
 
 
 
 

則 

第 

一 

条 

会
計
監
査
委
員
は
総
務
部
と
は
独
立
し
て
存
在
す
る
監
査
機
関
で
あ
る
。（
以
下
会
計
監
査
委
員
を 

監
査
委
員
と
呼
ぶ
） 

 
 
 
 
 
 

第
二
章 

 
 

任
務
及
び
権
限 

第 

二 

条 

監
査
委
員
は
総
て
の
寮
会
計
の
監
査
に
当
り
、
又
会
計
に
関
す
る
寮
運
営
の
調
査
を
行
う
権
限
を
有 

し
、
且
つ
公
正
に
こ
れ
を
行
う
義
務
を
有
す
る
。 
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第 

三 

条 

監
査
委
員
は
毎
月
及
び
会
計
年
度
の
結
果
を
寮
生
に
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第 
四 

条 

第
二
条
に
基
づ
く
調
査
の
権
限
は
前
任
の
寮
役
員
に
対
し
て
も
遡
及
し
て
こ
れ
を
行
使
す
る
こ
と
が 

で
き
る
。 

第 

五 

条 
監
査
委
員
は
そ
の
事
務
に
関
す
る
記
録
を
行
い
、
こ
れ
を
保
存
し
、
寮
生
の
要
求
あ
っ
た
時
は
呈
示 

せ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

第 

六 

条 

監
査
委
員
は
寮
運
営
に
必
要
な
る
諸
物
品
の
価
格
を
調
査
し
、
取
引
の
際
、
不
適
当
と
認
め
た
る
場 

合
総
務
部
に
対
し
勧
告
す
る
義
務
を
有
す
る
。 

第 

七 

条 

監
査
委
員
は
寮
会
計
の
不
正
及
び
こ
れ
に
類
す
る
行
為
を
認
め
た
る
場
合
、
監
査
委
員
の
判
断
に
よ 

り
寮
生
大
会
を
招
集
し
、
査
問
委
員
会
に
附
し
適
当
な
る
処
罰
を
加
え
る
。
注
（
査
問
委
員
会
は
監 

査
委
員
及
び
寮
生
大
会
に
於
い
て
推
薦
指
名
さ
れ
る
５
名
を
以
て
構
成
す
る
。） 

  
 
 
 
 
 

第
三
章 

 
 

組 
 
 
 
 

織 

第 

八 

条 

監
査
委
員
は
委
員
一
名
に
よ
っ
て
構
成
す
る
。 

第 

九 

条 

委
員
は
監
査
委
員
の
事
務
を
統
轄
し
こ
れ
を
代
表
す
る
。 

 
 
 
 
 
 

第
四
章 

 
 

選
出
及
び
任
期 

第 

十 

条 

監
査
委
員
の
選
出
は
立
候
補
に
よ
る
選
挙
制
を
原
則
と
し
、
補
欠
の
あ
る
時
は
寮
生
大
会
の
指
名
に 

よ
る
。 

第 

十
一 

条 

監
査
委
員
の
任
期
は
一
年
と
し
、
交
代
期
は
六
月
と
す
る
。 

第 

十
二 

条 

監
査
委
員
の
リ
コ
ー
ル
は
寮
生
規
約
第
四
十
九
条
を
準
則
す
る
。 

第 

十
三 

条 

監
査
委
員
の
辞
職
は
総
務
部
へ
の
辞
表
提
出
、
寮
生
大
会
の
承
認
を
得
た
る
後
、
こ
れ
に
認
め
ら
れ 

る
。 

第 

十
四 

条 

監
査
委
員
が
辞
職
ま
た
は
リ
コ
ー
ル
さ
れ
た
場
合
、
直
ち
に
後
任
委
員
を
選
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
後
任
委
員
の
任
期
は
前
委
員
の
任
期
の
残
余
と
す
る
。 

第 

十
五 

条 

監
査
委
員
に
欠
員
を
生
じ
た
場
合
は
直
ち
に
こ
れ
を
補
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
補
欠 

の
任
期
は
前
任
者
の
残
余
と
す
る
。 

第 

十
六 

条 

総
て
寮
生
は
監
査
委
員
に
な
る
資
格
を
有
す
る
。
但
し
新
年
度
新
入
寮
生
を
除
く
就
任
直
前
引
き
続 

き
満
三
ヶ
月
以
上
在
寮
し
て
い
な
い
者
及
び
総
務
部
よ
り
処
罰
を
受
け
て
六
ヶ
月
以
上
経
な
い
者
は 

そ
の
資
格
を
有
し
な
い
。 

  
 
 
 
 
 

第
五
章 

 
 

補 
 
 
 
 

足 

第 

十
七 

条 

こ
の
規
定
の
改
正
は
寮
生
規
約
第
九
十
三
条
を
準
則
す
る
。 

第 

十
八 

条 

こ
の
規
定
は
令
和
七
年
十
二
月
十
二
日
よ
り
効
力
を
発
す
る
。 
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旧
制
高
知
高
等
学
校
校
歌 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

松
野 

仁 

作
詞 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

自
由
の
空
に
寄
す
南
溟
の 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

永
久
な
る
浪
の
響
き 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

常
夏
の
地
や
健
依
別
の 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

熱
き
血
潮
は
流
れ
て
尽
き
ず 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

独
創
進
取
は
命
の
光 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

生
く
る
は
未
来
、
未
来 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

輝
く
眸
啓
示
は
な
ん
ぞ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

真
理
の
把
持
は
我
等
が
理
想 

溢
る
る
力
秘
め
た
る
抱
負 

誓
は
堅
し
見
よ
や 

古
城
の
ほ
と
り
輝
く
甍 

高
知
、
高
知
あ
あ
我
が
母
校 

昭
和
二
年
寮
歌 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

海
野 

稔 

作
詞 

求
め
て
止
ま
ぬ
人
の
世
の 

真
理
の
瑩
を
尋
ね
ん
と 

 
 

行
路
は
遠
し
海
越
え
て 

大
鯨
潮
の
吹
く
と
こ
ろ 

緑
色
濃
き
南
溟
の 

自
由
の
殿
堂
に
集
い
寄
る 

 
 

 

月
の
桂
の
花
蔭
に 

 
 

 

同
じ
理
想
に
慕
い
来
る 

 
 

 

三
歳
を
契
る
覇
旅
の
子
と 

 
 

 

今
宵
饗
食
に
共
存
の 

 
 

 

愛
の
美
酒
を
盃
に 

 
 

 

若
き
悩
を
語
ら
ず
や 

嗚
呼
南
国
の
陽
も
落
ち
て 

黄
昏
包
む
我
溟
舎 

自
治
の
燈
火
に
真
理
説
く 

古
哲
の
教
繙
け
ば 

雄
津
原
頭
を
吹
く
風
に 

偉
人
の
啓
示
我
は
聞
く 

昭
和
五
年
寮
歌 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

長
尾 

孫 

尾 

作
詞 

 

時
の
流
れ
に
舟
浮
か
べ 

情
の
調
か
な
で
つ
つ 

果
な
き
旅
に
出
で
し
よ
り 

こ
こ
に
二
十
の
齢
経
ぬ 

 
 
 

あ
あ
太
平
洋
に
日
は
沈
み 

 
 
 

こ
の
白
浜
の
夕
月
の 

 
 
 

淡
き
光
の
照
ら
す
時 

 
 
 

桂
の
香
身
に
迫
る 

夢
と
宴
に
時
を
過
ぎ 

は
や
七
度
の
秋
の
き
て 

今
日
感
嘆
の
意
気
の
児
が 

あ
あ
よ
ろ
こ
び
を
君
よ
聴
け 

昭
和
九
年
寮
歌 

 
 
 
 

 
 

藤
田 

増
平 

作
詞 

 
巨
浪
逆
巻
く
わ
だ
つ
み
に 

時
移
ろ
い
て
幾
春
ぞ 

花
紅
に
燃
え
お
れ
ど 

凋
落
裡
に
秘
む
か
な 

 
 
 

仰
げ
ば
高
き
白
雲
の 

 
 
 

遙
け
き
理
想
、
混
濁
の 
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世
は
さ
ら
ば
あ
れ
、
満
身
に 

 
 

 
た
ぎ
る
血
潮
を
誰
か
知
る 

夏
草
茂
る
其
の
上
の 

城
の
高
処
に
佇
み
て 

海
を
の
ぞ
め
ば
永
久
の 

詩
聖
の
言
に
涙
湧
く 

慕 
 

南 
 

歌 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

思
い
出
そ
は
麗
は
し 

 
 

 
 

我
か
の
ペ
リ
カ
ン
の
ご
と
血
も
て 

 
 

 
 

こ
の
思
ひ
出
を
は
ぐ
く
ま
ん 

春
は
弥
生
の
花
影
に 

潮
の
香
高
き
美
国 

古
城
の
陵
や
あ
の
町
に 

頭
に
白
き
二
条
を 

誇
り
し
頃
の
け
が
れ
な
き 

真
白
き
心
帰
り
来
ず 

あ
の
日
、
あ
の
宵 

あ
の
南
に
過
ぎ
し 

あ
の
空
、
あ
の
洋 

あ
の
南
に
青
き 

 
 

 

琥
珀
の
酒
に
月
浮
か
べ 

 
 

 

桂
浜
辺
に
焚
火
し
て 

 
 

 
 

海 

野 
 

稔 
 

作
詞 

 
 

 

 

輪
舞
に
更
け
し
か
の
宵
の 

 
 

 

熱
き
血
潮
も
今
冷
え
て 

 
 

 

暮
れ
行
か
ん
と
す
る
青
春
の 

 
 

 

心
に
迫
る
暗
き
影 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

（
以
下
前
に
同
じ
） 

学
童
の
影
に
た
た
ず
み
て 

銀
杏
の
梢
仰
ぐ
時 

青
く
光
れ
る
大
空
に 

双
手
を
延
べ
て
幾
度
か 

希
望
の
歌
を
う
た
ひ
て
し 

南
の
空
ぞ
慕
は
る
る 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

（
以
下
前
に
同
じ
） 

   

逍
遥
の
歌
（
大
正
十
五
年
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

佐
山 

敏 

作
詞 

 

静
け
き
小
島
よ
か
ぐ
は
し
く 

微
睡
む
夢
よ
檳
榔
樹 

時
の
丸
太
船
の
漂
へ
ば 

「
思
想
」
の
竪
琴
か
き
な
ら
し 

木
魂
よ
我
と
遊
ば
な
ん 

 
 
 

春
よ
花
蔭
ゆ
ら
め
き
て 

 
 
 

燭
の
灯
く
ゆ
る
玉
楼
に 

 
 
 

上
楼
の
夢
さ
め
や
ら
ず 

 
 
 

快
楽
の
台
し
の
び
い
て 

 
 
 

タ
ス
カ
ン
切
に
し
の
ぶ
か
な 

銀
河
よ
神
秘
に
つ
ぶ
や
き
て 

鷲
の
峯
狭
霧
に
に
ぶ
れ
ゆ
く 

あ
あ
秋
星
斗
に
吟
ず
れ
ば 

ワ
イ
マ
ー
の
森
匂
ふ
か
な 

印
象
よ
魂
よ
感
激
よ 

高
知
大
学
豪
気
節 

一
つ
と
せ 

 

一
人
の
あ
の
娘
が
恋
し
け
り
ゃ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

潮
吹
く
鯨
で
気
を
は
ら
せ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

そ
い
つ
は
豪
気
だ
ね 
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二
つ
と
せ 

 

ふ
る
さ
と
忘
り
よ
か
若
き
身
に 

 
 
 
 

 
 
 

 

桂
の
浜
に
星
が
と
ぶ…

…
 

三
つ
と
せ 

 

南
の
お
国
は
土
佐
の
国 

 
 
 
 

 
 
 

 

革
命
と
自
由
の
生
れ
し
地…

…
 

四
つ
と
せ 

 
よ
し
あ
し
さ
わ
ぐ
は
や
ぼ
な
奴 

 
 
 
 

 
 
 

 

飲
め
や
歌
へ
や
は
ね
廻
れ…

…
 

五
つ
と
せ 

 

意
気
は
尊
い
血
は
燃
ゆ
る 

 
 
 
 

 
 
 

 

黒
い
女
に
や
し
た
わ
れ
る…

…
 

六
つ
と
せ 

 

無
意
に
や
す
ご
さ
ぬ
四
年
の 

 
 
 
 

 
 
 

 

元
気
は
御
国
の
宝
な
り…

…
 

七
つ
と
せ 

 

な
い
ち
や
い
け
な
い
気
が
弱
い 

 
 
 
 

 
 
 

 

二
十
世
紀
に
ほ
ゆ
る
身
が 

八
つ
と
せ 

 

や
さ
し
い
心
も
な
い
じ
や
な
い 

 
 
 
 

 
 
 

 

浦
戸
の
浜
に
な
く
千
鳥…

…
 

九
つ
と
せ 

 

こ
の
浜
よ
せ
る
大
浪
は 

 
 
 
 

 
 
 

 

カ
リ
ホ
ル
ニ
ヤ
の
岸
を
う
つ 

十
つ
と
せ 

 

時
は
永
劫
じ
や
常
夏
の 

 
 
 
 

 
 
 

 

土
佐
の
男
の
腕
に
い
き…

…
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大
正
十
三
年
寮
歌 

 
 

 

人
絢
爛
の
美
に
た
だ
れ 

世
は
混
沌
の
夢
を
追
う 

百
歳
の
計
を
慮
い
児
等 

来
り
て
結
べ
雄
津
ヶ
原 

 
 

 

遙
に
指
せ
ば
南
溟
の 

 
 

 

巨
浪
の
送
る
覇
気
に
入
れ 

 
 

 

為
す
あ
る
秋
を
し
の
び
つ
つ 

 
 

 

四
歳
の
雌
伏
な
さ
ん
か
な 

去
就
の
岐
路
に
踏
み
迷
う 

人
幾
億
の
尊
き
に 

我
等
は
な
さ
ん
人
の
世
の 

理
想
の
偉
業
建
設
を 

酉
長
の
娘 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

余
田 

弦
彦 

作
詞 

昨
日
山
で
見
た
酉
長
の
娘 

今
日
は
何
処
で
ダ
ク
ダ
ク
踊
り 

踊
り
踊
っ
て
夜
明
か
し
や 

明
日
は
バ
ナ
ナ
の
下
で
寝
る 

 
 

 

赤
道
直
下
の
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島 

 
 

 

椰
子
の
葉
蔭
で
ダ
ク
ダ
ク
踊
り 

 
 

 

踊
り
知
ら
な
い
人
は
嫌
い 

 
 

 

誰
が
お
嫁
に
行
く
も
の
か 

ユ
ー
カ
リ
茂
れ
る
イ
ン
ダ
ス
川
で 

椰
子
の
葉
蔭
に
バ
ナ
ナ
は
実
り
ゃ 

娘
踊
れ
や
だ
く
だ
く
踊
れ 

明
日
は
天
気
か
夕
日
が
赤
い 

げ
に
光
陰
は
（
昭
和
十
年
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

一
、
げ
に
光
陰
は
夢
に
似
て 

春
秋
流
れ
十
二
年 

雄
津
原
頭
に
苔
む
す
も 

永
久
に
変
ら
ぬ
自
治
の
燈
や 

 

二
、
高
な
る
血
潮
青
春
の 

意
気
と
活
路
の
凝
る
処 

清
く
も
例
へ
ん
白
玉
の 

こ
こ
南
溟
の
一
聖
地 

 

三
、
荘
子
易
水
の
風
と
去
り 

人
燎
爛
の
夢
に
酔
ふ 

妖
雲
深
く
垂
れ
こ
め
ば 

悲
歌
の
彼
方
に
流
れ
来
る 

 
 

 

辻 

中 
 

一
二
三 

 

作
詞 

 

四
、
あ
ゝ
驂
鸞
の
夢
深
く 

弧
霞
揺
曳
に
と
ざ
さ
れ
し 

朝
の
静
寂
ゆ
ら
ぎ
て
は 

此
処
人
生
の
朝
ぼ
ら
け 

 

五
、
迷
へ
る
民
を
救
は
ん
と 

右
手
に
降
魔
の
利
剣
も
て 

今
中
原
に
鹿
を
追
ふ 
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健
児
が
理
想
い
や
高
し 

        

浅
春
（
昭
和
十
五
年
） 

 
 

 

初
春
の
訪
れ
に 

別
離
の
日
は
迫
り
ぬ 

夜
半
に
ふ
と
目
覚
む
れ
ば 

居
待
の
月
明
淡
し 

 
 

 

ゆ
う
去
れ
ば
遠
近
人 

 
 

 

ゆ
か
し
の
友
慕
ひ
て 

 
 

 

よ
も
や
ま
の
話
賑
は
ひ 

 
 

 

幾
夜
さ
か
く
て
経
に
け
り 

故
郷
の
山
河
の 

し
り
へ
消
え
ゆ
く
見
れ
ば 

猛
き
心
何
時
し
か 

双
の
眼
涙
こ
ぼ
れ
ぬ 

橄
欖
匂
ふ
南
国
に
（
昭
和
一
七
年
） 

 
 
 
 

 
 
 

安
光 

公
太
郎 

作
詞 

橄
欖
匂
ふ
南
国
に 

高
き
理
想
に
憧
憬
れ
つ 

雄
津
ヶ
原
辺
に
若
き
児
は 

真
理
の
燭
火
掲
ぐ
な
り 

  
 

大
鵬
潜
み
飛
竜
棲
み 

 
 

時
到
り
な
ば
蒼
穹
を 

 
 

天
翔
け
る
て
ふ
南
溟
に 

 
 

此
伏
の
時
期
よ
幾
年
ぞ 

 

北
に
南
に
我
が
友
は 

醜
の
御
楯
を
征
き
行
く 

我
等
立
た
ず
は
誰
か
亦 

混
沌
の
世
を
如
何
せ
む 

見
よ
南
溟
の
意
気
の
児
を 

（
昭
和
四
十
三
年
） 

 

 
 
 
 

 
 
 

緒
方 

 

優 

作
詞 

 

一
、
有
為
転
変
の
世
の
過
ぎ
て 

名
こ
そ
変
れ
大
学
と 

先
賢
の
誇
り
な
る 

伝
統
を
受
け
継
ぎ
て 

自
由
の
土
佐
に
意
気
は
か
ん 

自
由
の
空
に
意
気
は
か
ん 

二
、
常
盤
木
茂
る
高
坂
城 

初
夏
の
太
陽
を
全
身
に
受
け
て 

闊
歩
す
る
城
豪
に 

流
れ
く
る
慕
南
歌
に 

あ
あ
先
哲
の
夢
ぞ
き
く 

  

三
、
夜
霧
が
五
寮
を
包
む
頃 

酒
宴
に
酔
し
意
気
の
児
が 

乱
舞
す
る
寮
内
に 

湧
き
出
づ
る
鯨
波
の
声 

天
神
地
神
に
届
け
な
む 

四
、
強
者
共
の
飲
む
酒
は 

桂
浜
の
大
波
が 
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月
影
を
飲
む
如
く 

豪
快
に
く
み
交
わ
し 

現
実
の
喧
騒
物
と
せ
ず 

五
、
省
略 

六
、
南
よ
土
佐
よ
黒
潮
よ 

春
の
弥
生
に
花
吹
雪 

友
と
散
る
四
方
の
地
に 

栄
え
あ
る
明
日
の
た
め 

我
等
が
城
を
去
り
行
か
ん 

我
等
が
城
を
去
り
行
か
ん 

君
知
る
や
こ
の
意
気
を 

 
 

 
 

 
 

君
知
る
や
南
溟
寮 

春
爛
漫
の
小
津
の
杜
（
昭
和
四
十
五
年
） 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

一
、
春
爛
漫
の
小
津
の
杜 

集
い
し
児
等
は
久
遠
な
る 

学
び
の
意
志
を
抱
き
た
る 

真
の
理
想
究
め
ん
と 

語
ら
う
こ
と
ぞ
響
き
あ
る 

 

二
、
夏
緑
陰
の
高
坂
城 

紫
雲
の
空
の
流
転
よ
り 

高
き
希
望
に
燃
え
上
が
る 

真
の
人
生
求
め
ん
と 

思
惟
す
る
こ
と
ぞ
尊
け
れ 

 

愛 

内 

敬 

悟 

作
詞 

 

 

三
、
秋
名
月
の
桂
浜 

寄
す
る
碧
波
を
見
に
受
け
て 

豪
気
の
気
概
我
は
知
る 

真
の
意
気
を
培
っ
て 

怒
と
う
の
未
来
に
は
ば
た
か
ん 

 

四
、
春
夏
秋
冬
廻
り
来
て 

今
巣
立
ち
ゆ
く
学
び
舎
は 

温
故
知
新
の
気
風
あ
り 

観
城
楼
に
月
さ
し
て 

自
治
と
伝
統
守
り
ゆ
く 

あ
あ
南
溟
の
意
気
見
せ
む 

 

世
に
混
迷
の
き
ざ
し
あ
り
（
昭
和
四
十
六
年
） 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

 

一
、
世
に
混
迷
の
き
ざ
し
あ
り 

人
に
道
無
き
時
来
れ
ど 

真
に
人
の
つ
な
が
り
を 

思
う
ま
す
ら
を
集
い
寄
り 

共
に
抱
け
る
青
春
の 

た
ぎ
る
血
潮
を
燃
や
す
時 

赤
く
染
ま
り
し
中
天
に 

城
と
そ
び
ゆ
る
南
溟
寮 
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竹
内 

章
介 

作
詞 

  

二
、
た
た
れ
し
酒
に
感
涙
を 

落
と
し
て
想
う
此
時
を 

理
想
と
は
何
ぞ
人
の
世
の 

碧
々
と
澄
む
大
空
へ 

喜
怒
哀
楽
も
寂
愁
も 

歌
わ
ん
共
に
高
ら
か
に 

超
か
に
越
え
て
結
ば
ん
や 

友
の
情
を
南
溟
に 

       
 

昭 

和 

五 

十 

一 

年 

度 

寮 

歌 

  

一
、
真
青
な
る
南
の
空
に 

き
ょ
う
の
日
も
感
激
の
曲 

誇
ら
か
に
歌
い
て
歩
む 

若
き
子
よ
胸
に
理
想
の 

灯
を
と
も
せ
か
し 

 

二
、
逝
く
春
を
惜
し
め
ど
尽
き
ぬ 

名
残
り
に
五
月
の
空
に 

舞
う
と
い
う
散
る
花
片
の 

一
片
を
浮
か
べ
て
汲
め
は 

ほ
ろ
苦
き
酒 

   

山 

崎 

健 

次 
 

作
詞 

 

 

三
、
暮
れ
な
ず
む
山
の
端
近
く 

日
は
落
ち
て
茜
に
染
ま
る 

西
空
に
弦
月
い
つ
か 

浮
か
び
き
て
郷
愁
の 

秋
風
さ
む
し 

 

四
、
結
ば
れ
し
運
命
の
糸
の 

解
き
が
た
く
去
り
て
の
後
も 

忘
れ
じ
な
君
と
過
ご
せ
し 

南
溟
の
夢
幻
の
如 

過
ぎ
し
日 

    

暮
れ
行
く
秋
は 

（
昭
和
五
十
二
年
） 

  
一
、
暮
れ
ゆ
く
秋
は
物
悲
し
く 

我
が
胸
静
か
に
涙
し
て 

幾
歳
月
の
思
い
を
ば 

秘
か
に
詩
を
つ
づ
る
な
り 
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二
、
あ
ゝ
南
溟
は
永
遠
な
る
と 

血
気
盛
ん
の
若
人
が 

肩
組
み
合
い
て
飲
む
酒
に 

更
け
ゆ
く
夜
を
知
る
由
な
し 

  

 
 

鈴 

木 
 

宏 

作
詞 

  

三
、
も
み
じ
散
る
散
る
鏡
川
辺
に 

一
人
さ
ま
よ
い
聞
く
音
に 

我
れ
人
生
の
は
か
な
さ
を 

知
る
が
ご
時
の
こ
の
秋
な
り 

 

四
、
夜
空
に
輝
く
鳥
帽
子
の
光 

ま
ば
た
き
ほ
の
か
に
空
を
染
め 

こ
の
感
激
を
ス
ト
ー
ム
に 

託
さ
ん
共
に
声
高
く 

   

我 

城 

想 

（
昭
和
五
十
七
年
） 

 
 
 
 

 
 
 

 

  

一
、
皐
月
の
日 

そ
の
青
空
に 

若
き
血
潮
は
燃
え
さ
か
り 

肩
く
み
て 

た
た
え
あ
う 

熱
き
絆
を 

我
は
知
る 

 

二
、
岩
を
う
つ 

黒
潮
の 

砕
け
る
波
の
激
し
さ
で 

友
と
舞
う
こ
の
時
に 

我
ら
が
魂
は 

響
き
た
り 

   

 
 
 

高 

橋 

久 

徳 

作
詞 

  

三
、
我
来
た
り 

君
来
た
り 

此
処
南
溟
は
秋
来
た
り 

語
ら
ひ
て
く
み
か
わ
す 

星
砂
に
映
え
る
月
観
酒 

 

四
、
城
と
し
て
こ
の
学
び
舎
で 

四
年
の
日
々
を
過
ご
し
た
る 

こ
の
心 

こ
の
意
気
を 

永
久
な
る
も
の
に
託
さ
な
ん 

永
久
な
る
も
の
に
託
さ
な
ん

 


